
明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第

三

種

郵

便

物

認

可

日
刊
（
行
政
機
関
の
休
日
休
刊
）

〇

〇
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告

示

目

次

平成™™年˜月�日 木曜日 第œ™™�号官 報
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〇
内
閣
府
告
示
第
二
号

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
八
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
ケ
ル
ニ
ッ
シ
ュ
・
ル
ッ
ク

ヴ
ェ
ル
シ
シ
ェ
ル
ン
グ
ス
・
ゲ
セ
ル
シ
ャ
フ
ト
・
エ
イ
ジ

イ
が
日
本
に
お
い
て
保
険
業
を
行
う
こ
と
を
平
成
二
十
一

年
十
二
月
二
十
二
日
付
を
も
っ
て
免
許
し
た
の
で
、
同
法

第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。平

成
二
十
二
年
一
月
七
日

内
閣
総
理
大
臣

鳩
山
由
紀
夫

一

外
国
損
害
保
険
会
社
等
の
商
号
、
本
店
の
所
在
地
及

び
設
立
の
年
月
日

商

号

ケ
ル
ニ
ッ
シ
ュ
・
ル
ッ
ク
ヴ
ェ
ル
シ

シ
ェ
ル
ン
グ
ス
・
ゲ
セ
ル
シ
ャ
フ

ト
・
エ
イ
ジ
イ

本
店
の
所
在
地

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
ケ
ル
ン
市
セ
オ

ド
ー
ル
・
フ
ス
・
リ
ン
グ
街
十
一
番

地

設
立
の
年
月
日

一
八
四
六
年
四
月
八
日

二

外
国
損
害
保
険
会
社
等
の
設
立
に
当
た
っ
て
準
拠
し

た
法
令
を
制
定
し
た
国
の
国
名

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

三

外
国
損
害
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の

氏
名
及
び
住
所

氏

名

斉
藤

幸
隆

住

所

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
八
幡
五
丁
目

二
番
地
十

四

免
許
の
種
類

外
国
損
害
保
険
業
免
許

五

外
国
損
害
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
主
た
る
店

舗東
京
都
中
央
区
日
本
橋
人
形
町
三
丁
目
八
番
一
号

〇
総
務
省
告
示
第
一
号

県
の
境
界
に
わ
た
る
市
の
境
界
変
更

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第

七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
群
馬
県
太
田
市
と
埼
玉
県

深
谷
市
と
の
境
界
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
同
条

第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

右
の
境
界
変
更
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
一
日
か
ら
そ

の
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
二
十
二
年
一
月
七
日

総
務
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

前
原

誠
司

群
馬
県
太
田
市
に
編
入
す
る
区
域

埼
玉
県
深
谷
市
高
島
字
向
川
原
一
七
七
六
か
ら
一
七
七

八
ま
で
、
一
七
八
〇
、
一
七
八
一
、
一
七
八
二
の
一
か
ら

一
七
八
二
の
三
ま
で
、
一
七
八
三
の
一
、一
七
八
三
の
二
、

一
七
八
四
、
一
七
八
五
、
一
七
八
六
の
一
、
一
七
八
六
の

二
、
一
七
八
七
、
一
七
八
八
、
一
七
八
九
の
一
か
ら
一
七

八
九
の
三
ま
で
、
一
七
九
〇
か
ら
一
七
九
二
ま
で
、
一
七

九
三
の
一
、
一
七
九
三
の
二
、
一
七
九
四
、
一
七
九
五
、

一
七
九
六
の
一
、
一
七
九
六
の
二
、
一
七
九
七
、
一
七
九

八
の
一
か
ら
一
七
九
八
の
三
ま
で
、
一
七
九
九
の
一
か
ら

一
七
九
九
の
四
ま
で
、
一
八
〇
〇
の
一
か
ら
一
八
〇
〇
の

三
ま
で
、
一
八
〇
一
の
一
か
ら
一
八
〇
一
の
四
ま
で
、
一

八
〇
二
、
一
八
〇
三
の
一
、
一
八
〇
四
、
一
八
〇
五
、
一

八
〇
九
の
二
、
一
八
一
〇
の
一
、
一
八
一
〇
の
二
、
一
八

一
一
の
三
、
一
八
一
一
の
四
、
一
八
一
二
の
一
、
一
八
一

二
の
二
、
一
八
一
三
か
ら
一
八
一
五
ま
で
、
一
八
一
六
の

一
、
一
八
一
六
の
二
、
一
八
一
七
の
一
、一
八
一
七
の
二
、

一
八
一
八
の
一
、
一
八
一
八
の
二
、
一
八
一
九
、
一
八
二

〇
、
一
八
二
一
の
一
、
一
八
二
一
の
二
、
一
八
二
二
、
一

八
二
三
、
一
八
二
四
の
一
、
一
八
二
四
の
二
、一
八
二
五
、

一
八
二
六
の
二
、
一
八
二
七
、
一
八
三
〇
の
一
、
一
八
三

〇
の
二
、
一
八
三
一
の
一
か
ら
一
八
三
一
の
三
ま
で
、
一

八
三
二
の
一
、
一
八
三
二
の
二
、
一
八
三
三
、
一
八
三
四

の
一
、
一
八
三
四
の
二
、
一
八
三
五
の
一
、
一
八
三
五
の

二
、
一
八
三
六
の
一
、
一
八
三
六
の
二
、
一
八
三
七
、
一

八
三
八
、
一
八
三
九
の
一
か
ら
一
八
三
九
の
三
ま
で
、
一

八
四
〇
の
一
か
ら
一
八
四
〇
の
三
ま
で
、
一
八
四
一
の
一

か
ら
一
八
四
一
の
三
ま
で
、
一
八
四
二
の
一
か
ら
一
八
四

二
の
三
ま
で
、一
八
四
三
の
一
か
ら
一
八
四
三
の
三
ま
で
、

一
八
四
四
の
一
、
一
八
四
四
の
三
、
一
八
四
四
の
四
、
一

八
四
五
の
三
、
一
八
四
六
の
一
、
一
八
四
六
の
四
、
一
八

四
七
の
四
、
一
八
四
八
の
一
、
一
八
四
八
の
三
、
一
八
四

九
の
一
、
一
八
四
九
の
三
、
一
八
五
〇
、
一
八
五
一
、
一

八
五
三
、
一
八
五
四
、
一
八
六
〇
か
ら
一
八
六
三
ま
で
、

一
八
六
四
の
一
か
ら
一
八
六
四
の
三
ま
で
、
一
八
六
五
の

一
、
一
八
六
五
の
二
、
一
八
六
五
の
四
、
一
八
六
六
、
一

八
六
八
の
一
、
一
八
六
九
の
一
、
一
八
六
九
の
四
、
一
八

七
一
、
一
八
七
二
の
二
か
ら
一
八
七
二
の
五
ま
で
、
一
八

七
三
、
一
八
七
六
か
ら
一
八
七
八
ま
で
、
一
八
七
九
の
一

か
ら
一
八
七
九
の
三
ま
で
、
一
八
八
〇
、
一
八
八
一
の
一

か
ら
一
八
八
一
の
一
二
ま
で
、
一
八
八
二
の
一
、
一
八
八

二
の
三
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水

路
等
で
あ
る
国
有
地
、
公
有
地
の
一
部

〔
告

示
〕

〇
保
険
業
法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
の
免
許

に
関
す
る
件
（
内
閣
府
二
）

J

〇
県
の
境
界
に
わ
た
る
市
の
境
界
変
更
の
件

（
総
務
一
）

〇
町
の
境
界
変
更
の
件
（
同
二
）

L

〇
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件（
法
務
八
）

〇
国
営
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
局
番
組
ソ
フ
ト
整

備
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す
る
日
本
国

政
府
と
コ
ス
タ
リ
カ
共
和
国
政
府
と
の
間

の
書
簡
の
交
換
に
関
す
る
件（
外
務
一
五
）

M

〇
標
章
の
国
際
登
録
に
関
す
る
マ
ド
リ
ッ
ド

協
定
の
千
九
百
八
十
九
年
六
月
二
十
七
日

に
マ
ド
リ
ッ
ド
で
採
択
さ
れ
た
議
定
書
へ

の
ス
ー
ダ
ン
共
和
国
の
加
入
に
関
す
る
件

（
同
一
六
）

〇
登
録
有
形
文
化
財
の
登
録
を
抹
消
し
た
件

（
文
部
科
学
一
）

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件

（
農
林
水
産
七
三
〜
八
八
）

〇
砂
防
法
第
二
条
の
土
地
を
指
定
す
る
件

（
国
土
交
通
五
、
六
）

P

〇
水
先
人
に
免
許
を
与
え
た
件
（
同
七
）

〇
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

第
十
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
廃
棄

物
処
理
セ
ン
タ
ー
を
指
定
し
た
件

（
環
境
一
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
中
国
地
方
整
備
局
二
、
三
）

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

内
閣
府

法
務
省

財
務
省

農
林

水
産
省

Q

〔
官
庁
報
告
〕

法

務

公
証
人
任
免
（
法
務
省
）

Q

〔
資

料
〕

閣
議
決
定
等
事
項

Q

四
半
期
別
Ｇ
Ｄ
Ｐ
速
報
（
二
次
速
報
）（
平
成

二
十
一
年
七
〜
九
月
期
）（
内
閣
府
）

R

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁第

三
者
所
有
物
の
没
収
に
関
す
る
公
告
、

下
閉
伊
北
区
域
農
用
地
整
備
事
業
に
お
け

る
（
穴
沢
二
・
一
ツ
苗
代
一
・
菅
窪
一
・

二
・
三
）
換
地
区
の
換
地
処
分
、
建
設
業

の
営
業
の
停
止
命
令
関
係

J
J

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
免
責
、
特
別
清
算
、
再
生
関
係

J
L

地
方
公
共
団
体

公
債
抽
せ
ん
（
東
京
都
区
）、
教
育
職
員

免
許
状
失
効
関
係

K
R

会
社
そ
の
他

L
I

˜
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